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１ 奨学資金の貸付目的 

  田野畑村育英奨学資金の貸付は、向学心の旺盛な優れた方であって、経済的

な理由により就学困難な方に対して奨学金を貸付し、村の発展に貢献する人材

を育成することを目的としています。 

 

２ 貸付の対象 

学校教育法に規定する高等学校、高専、専門学校、短期大学、大学及び大学

院並びに村長が必要と認める大学等へ入学後に貸付を行うものです。 

 

３ 出願の資格 

   出願者は、次の(1)から(4)までの要件を全て満たしていなければなりません。 

 (1) 田野畑村の住民基本台帳に登録され、３ヶ月以上居住している方の子弟で

あること 

 (2) 人物、学業ともに優れ、健康であること 

 (3) 経済的な理由により就学困難と認められること 

 (4) 在学学校長又は、最終出身学校長が奨学生として推薦したこと 

 

４ 連帯保証人 

出願者は、次の２名の連帯保証人を立てなければなりません。 

(1) 父又は母があるときは父又は母、ない場合は村内に居住し独立して生計を

営む成年者１名 

(2) 同居の親族以外の独立して生計を営む成年者１名 

 

５ 貸付額と期間 

区   分 貸付月額 入学時の負担金 貸付期間 

高 等 学 校 ３万円以内 ― 正規の修業年限 

高 専 ・ 専 門 学 校 ４万円以内 ― 〃 

大 学 ・ 短 期 大 学 等 ５万円以内 ５０万円以内 〃 

大 学 院 ８万円以内 必要と認める額 〃 

医科・歯科・獣医科・薬学科等  １６万円以内 必要と認める額 〃 
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６ 出願の手続き 

 (1) 奨学生願書提出期日 毎年４月 20 日まで ※随時受付も行っています 

 (2) 提出書類（用紙は教育委員会事務局にあります。） 

  ①奨学生願書（様式第１号）…………………………………………………１部 

※連帯保証人（２名）の所得等証明書添付…………………………各１部 

  ②奨学生推薦調書（様式第２号）……………………………………………１部 

※在学高等学校等の調査書添付（学校独自様式でも可）……………１部  

  ③在学証明書（進学学校のもの）……………………………………………１部 

  ④履歴書（本人自筆、顔写真添付のこと）…………………………………１部 

  ⑤身体検査書（様式第３号）…………………………………………………１部 

  ⑥住民票謄本……………………………………………………………………１部 

 

７ 採否決定の通知と手続き 

 (1) 採否決定の通知 

   奨学生選考委員会（７名構成）の意見を聞いて、貸付又は貸付不承認の決

定を行い、出願者に文書でお知らせいたします。 

 (2) 貸付決定後の手続き 

  ①田野畑村育英奨学生誓約書（様式第６号）の提出………………………１部 

※連帯保証人（２名）の署名・捺印（印鑑証明書添付）…………各１部 

  ②学業成績表の提出（毎学年末）……………………………………………１部 

  ③在学証明書の提出（毎学年始）……………………………………………１部 

 (3) 貸付期間中の各種届出 

  ①辞退届（様式第 12 号） ……………………………………………………１部 

  （貸付期間途中に貸付を辞退するとき） 

  ②異動届（様式第 13 号） ……………………………………………………１部 

  （卒業したとき、転学又は転部したとき、休学又は停学の処分を受けたとき、

退学又は復学したとき、本人又は連帯保証人の身分・住所その他重要な変更

があったとき、就学に耐えない程度に心身に故障があったとき）  

 (4) 貸付の廃止 

   ①退学したとき、②心身の故障のため成業の見込みがなくなったと認めら

れるとき、③学業成績又は操行が不良になったと認められるとき、④その他

育英資金の貸付目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき等の場

合は、貸付期間内であっても貸付を廃止することがあります。  

このように正規の修業年限に達しなかった場合は、奨学生であった期間の

2 倍の期間内に返還してもらいます。 
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８ 返還 

 (1) 手続き 

   貸付期間が満了したとき、退学したとき、又は育英資金の貸付が廃止され

たときは、貸付を受けた金額について次の書類を提出してください。  

  ①連帯保証人との連書による借用証書（様式第７号）…………………１部 

  ②育英奨学資金返還計画書（様式第８号）  ……………………………１部 

 (2) 返還年限 

区     分 返還年限 

貸付総額が２００万円以下の場合 １０年以内 

〃  ３００万円以下の場合 １２年以内 

〃  ４００万円以下の場合 １６年以内 

〃  上記以外の場合 ２０年以内 

  ①返還期間の始めに２年以内の据置期間を置くことができます。  

  ②返還年限までに返還が困難であると認められるときは、２年間に限り返還

期限を延長することができます。 

  ③さらに上級の学校に進学したとき、病気その他やむを得ない事由があると

き、及び医師の臨床研修期間中は、願い出により返還年限内に限り返還を猶

予することができます。 

  ④返還期限までに返還しなかったときは、遅延利息を別に支払わなければな

りません。 

 

９ 重複貸付の禁止 

  田野畑村育英奨学資金の貸付を受けた方は、原則として他の育英奨学金の貸

付を受けることができません。 

 

10 奨学金の返還支援 

 村では、奨学金の返還を支援しています。 

村に住んでおり就労しているなどの条件に該当する方は、年間 25 万を上限と

して、前年度中に返還した奨学金を助成金としてお支払いする制度です。 

 詳しくは田野畑村役場総務課（電話 0194-34-2111）までご連絡をお願いします。 


